
県内野生イノシシの豚コレラ感染と対応について 

１ 野生イノシシの豚コレラウイルス検査状況（H30.9.14～R 元.7.16） 

県 名 内 容 

長  野  県 

検査頭数：  99 頭（陽性： 5 頭※ 陰性： 94 頭） 

※木曽町４頭（陽性確定日 7 月 13 日：1頭、15 日：2頭、16 日：1頭）
根羽村１頭（  〃  7 月 15 日：1頭） 

※野生イノシシの発見場所は別紙参照

岐  阜  県 検査頭数：1,592 頭（陽性：717 頭 陰性：875 頭） 

愛  知  県 検査頭数： 586 頭（陽性： 36 頭 陰性：550 頭） 

福 井 県 検査頭数：  13 頭（陽性： 5 頭 陰性：  8 頭） 

三 重 県 検査頭数：  43 頭（陽性： 4 頭 陰性： 39 頭） 

そ の 他 検査頭数： 261 頭（陽性： 0 頭 陰性：261 頭） 

２ 防疫対応等の状況 

（１）庁内・現地連絡会議等の開催

（７月 12 日：県庁内、同 16 日：木曽地域、同 17 日：南信州地域）

（２）南信州地域における養豚場の飼養衛生管理基準の遵守の徹底、侵入防止柵等の設置促進

（３）県内養豚農家に異常の有無の聞き取り調査を実施（異常なし）

（４）豚コレラの感染が確認された野生イノシシの発見場所から半径 10ｋｍ圏内で捕獲された

野生イノシシについて検査を実施

（５）広報により県内養豚農家及び関係団体に注意喚起

３ 県内野生イノシシへの経口ワクチンの散布 

○木曽地域（木曽町～木祖村のイノシシ調査対象区域内 20 か所）：７月 19 日（金）

○南信州地域（根羽村～平谷村のイノシシ調査対象区域内 20 か所）：７月 22 日（月）

※８月下旬にエリアを拡大して第２回散布を予定

４ 今後の対応等 

（１）県内の養豚場における侵入防止柵等の設置促進

（２）豚肉及びジビエの風評被害防止に向けた正確な情報の発信

（３）地域住民・登山者等が山林に立ち入る際の、まん延防止のための注意喚起

（４）野生イノシシのウイルス検査・ワクチン散布に係る体制整備
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木曽町
7/13 死亡発見

：県内での野生イノシシ（陽性）の発見場所

：他県での野生イノシシ（陽性）の発見場所

凡例

木曽町
7/15

木曽町 
死亡発見、7/15

：県内での野生イノシシ（陽性）の発見場所

：他県での野生イノシシ（陽性）の発見場所

木曽町 
7/15 捕獲、7/16

7/15 陽性 

：県内での野生イノシシ（陽性）の発見場所

：他県での野生イノシシ（陽性）の発見場所

●

7/16 陽性 

：県内での野生イノシシ（陽性）の発見場所

：他県での野生イノシシ（陽性）の発見場所

●

●

：県内での野生イノシシ（陽性）の発見場所

：他県での野生イノシシ（陽性）の発見場所

根羽村
7/12

●

●

●

：発見場所から半径

根羽村 
7/12 捕獲、7/1

●

：発見場所から半径

木曽町 
7/14 死亡発見

木曽町 
7/8 死亡発見

7/15 陽性 

：発見場所から半径10ｋｍ圏内

発見、7/15 陽性

 
死亡発見、7/13

ｋｍ圏内

別 紙

陽性 

3 陽性 

紙
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１ 経口ワクチン散布の概要 

（１）木曽地域 実施日：７月 19 日（金）（荒天延期） 

場所：木曽町～木祖村のイノシシ調査対象区域内 20 か所 

（２）南信州地域 実施日：７月 22 日（月）（荒天延期）

場所：根羽村～平谷村のイノシシ調査対象区域内 20 か所 

※８月下旬にエリアを拡大して第２回散布を行う予定です。

２ 取材対応 

（１）防疫及び安全性確保の観点から、散布作業時の取材は、木曽地域におけ 

る散布訓練のみとします。 

（２）取材を希望される方は、７月 19 日（金）の午前９時 30 分までに、県

木曽合同庁舎玄関前までお越しください。

（３）取材に際しては、長靴の持参・着用をお願いします。また、取材後に

長靴及び車両の消毒を実施しますので、ご承知おきください。

（４）散布場所での取材は、野生イノシシの誘引に影響を与えるとともに、

本病のまん延を引き起こす恐れがあることから、厳に慎んでください。

３ 散布後の対応 

散布後概ね５日後にワクチンの回収を行い、摂取状況を確認します。また、 

ワクチンの有効性を確認するため、散布地域を中心に捕獲された野生イノシシ

の調査を実施します。

【留意事項】 

・経口ワクチンは、国の食品安全委員会で安全と評価された成分や食品からできており、人
体に安全であると評価されたものです。 

・豚コレラは、豚、イノシシの病気であり、人に感染することはありません。また、感染豚
の肉が市場に出回ることはありません。

野生イノシシへの経口ワクチン散布を７月 19 日に木曽地域、７月 22 日に 

南信州地域において実施します。 

野生イノシシへの経口ワクチン散布について 

長野県（農政部）プレスリリース 令和元年（2019 年）７月 18 日 
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